
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

二

〇

六

号

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

206



特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
解
釈
に
つ
い
て
、
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
特
定
秘
密
は
、
公
益
上
の
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
提
供
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
解
し
て
よ
い
か
。
政
府

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


